
 
別  記（第３条関係） 
 
１ 補助事業の内容、補助対象経費及び補助金の額等は次のとおりとする。  
 

事業名 
 

補助事業の内容 
 

補助事業者（対象学校種） 
 

補助対象経費 
 

補助金の額 
 
感染症対策
のためのマ
スク等購入
支援事業 
 
 

 
学校再開等にあたり集団感染の
リスクを避けるため、学校設置
者が必要とする経費（保健衛生
用品等を整備する経費）を補助
する。 
 
 

 
学校設置者 
（小学校、中学校、義務教育学
校、高等学校、中等教育学校、
特別支援学校、専修学校（高等
課程）、各種学校（うち幼稚園、
小学校、中学校、高等学校に相
当する課程。外国人学校を含
む。）、高等専門学校（１～３
学年）） 
 

 
補助事業者が感染症の感染拡大による学校の一斉
臨時休業及び一斉臨時休業からの学校再開に係る
対応にあたって保健衛生用品等（マスク、消毒液、
体温計等）を整備するために必要な経費 
 
詳細については、実施要領に定めるところによる。 
 

 
補助対象経費の１／２とす
る。 
（ただし、国立大学法人及び
独立行政法人国立高等専門
学校機構が実施する補助事
業については１０／１０と
する。） 
 
補助対象経費は児童生徒数
に 340 円を乗じた額を上限と
する。 
 

 
特別支援学
校スクール
バス感染症
対策支援事
業 

 
特別支援学校のスクールバスに
おける感染リスクの低減を図る
ため、学校設置者が実施する取
組に係る経費を補助する。 
 

 
学校設置者 
（国公私立の特別支援学校） 

 
補助事業者が、新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止のための、以下の取組を実施する場合に
要する経費 
 
（１）スクールバスに乗車する幼児児童生徒の少
人数化を図る取組 
（２）スクールバスに乗車する医療的ケアを必要
とする幼児児童生徒等（医師の判断に基づき、個
別に通学が必要と判断された者を含む。）の罹患
を防ぐための取組 
 
細部については、実施要領に定めるところによる。 
 

 
補助対象経費の１／２とす
る。 
（だだし、国立大学法人が実
施する補助事業については
１０／１０とする。） 

 
修学旅行の
キャンセル
料等支援事
業 

 
学校の一斉臨時休業期間中に予
定していた修学旅行を、中止し
たり延期したりすることにより
発生したキャンセル料等につい
て、本来保護者が負担すること
となる経費を学校設置者が負担
した場合、その経費を補助する。 

 
学校設置者 
（国公私立の小学校、中学校、
義務教育学校、高等学校、中等
教育学校、特別支援学校、及び
専修学校（高等課程）） 

 
新型コロナウイルス感染症の防止拡大策として政
府が要請した学校の一斉臨時休業期間中に予定し
ていた修学旅行を中止又は延期した場合に発生し
たキャンセル料等について、本来保護者が負担す
ることになる経費を学校設置者が負担した場合に
おける経費。 
 細部については、実施要領に定めるものとする。 

 
定額（児童生徒一人当たり１
２，０６０円を上限とする。） 

 
 算定されたそれぞれの額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 


